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奈良県と奈良県立医科大学は、医療の地域偏在、診療科偏在を解消するため、その不足する診

療科等の医師を確保するとともに、奈良県に愛着を持ち、県内で活躍する医師を一人でも多く養成

することを目指しています。

その目的を達成するために、平成20年2月に奈良県緊急医師確保修学資金貸与条例が施行さ

れ、同年4月から本学の入学定員が増員されて、奈良県県費奨学生制度が開始されました。平成

22年には本学に「地域医療学講座jが設置され、義務開始後のキャリア形成を中心に県費奨学生

のサポートを行っています。その後、医師派遣要請に対応して医師のあっせんを行うと共に県費奨

学生の適切な配置やキャリア形成支援を行うための「県立医大医師派遣センターJを平成26年4

月に設立することとなりました。それに先行して平成25年10月に設置されたのが「県費奨学生配

置センターJです。これは、県と大学が共同で設置したもので、奈良県地域医療支援センターの

キャリア支援部門にあたります。この辺りの経緯については、本レポートに詳しく記されておりますの

で、ぜひご覧いただければと存じます。

当初、数名からスタートした県費奨学生も、おかげさまで現在では100名を越えるまでになりまし

た。これも、奈良県の荒井知事、そして、設置当初より尽力された告岡前センター長をはじめとする

スタッフのみなさんのおかげと深く感謝申し上げます。

わたしは、平成26年に学長に就任して以来、音岡前学長よりセンター長の責を引き継ぎました。

今後も、各医療機関の医師派遣要請にあたって、本学専門診療科に所属する医師の状況や、奈良

県の医療提供体制を勘案し、適正な医師派遣を目指すことで、継続して地域に貢献するという本

学の使命を果たしていきたいと存じます。

奈良県の地域医療を担う医師の育成と支援に遁進してまいりますので、今後ともご理解とご協

力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2 



3 

地域医療に貢献する医師の育成を目指して

一「県費奨学生レポート」に寄せて一

奈良県立医科大学名誉教授前理事長学長

県費奨学生配置センター前センター長

音岡章

医師不足が社会問題として提起されて久しい。その本質は決して絶対数の不足ではなく、医師

の専門科偏在と地域偏在であることは明らかである。そのうち前者は全医学系学会と日本医師会

を中心に適正化を図ろうとしており、成果を待ちたい。一方、地域偏在是正についての名案はなく、

辛うじて自治医大による僻地・地域医療従事医師の養成が図られてきたところである。

そこで、国は「新医師確保総合対策」による暫定的な医学部定員増を打ち出した。これを受け

て、奈良県は地域で勤務する医師を確保するための条例を制定し、医師配置システム構築を目的

に本学に「地域医療学講座Jを設置し、「県費奨学生制度jを導入してその誘導を図ってきた。そ

れが2008年度、2009年度の緊急医師確保枠による入学定員増5名と2010年度からの更なる定

員増10名（うち奈良医大8名）の設定である。既に、目的の医療従事医師107名（延べ333.4名）

が輩出され、大きな成果を得て来ている。行政としての県は医大との協定締結や県庁に医師・看護

師確保対策室・スタッフを置き推進している。一方、実際の育成と配置を進める本学は、地域医療

学講座（2010年度、松村雅彦教授、現赤井靖宏教授）のスタッフが該当学生一人一人に丁寧に対

応・指導してきたことが大きな成果に繋がっている。加えて、臨床研修センター（赤井靖宏センター

長）は奈良県の研修医マッチングを県の医師・看護師確保対策室と連携・主導し、2019年度には

全国初の100%達成に導いた。この「きめ細かく誠実な対応」こそが“奈良県方式”の成功の秘訣

である。

同時並行的に奈良医大としては学生がふさわしい教育を受ける環境と医師が働きやすく働きが

いのある環境を独自に整備、強化してきたことが奏功している。教育開発センター（2004年度、藤

本員一教授、若月幸平教育教授）の指導の下、学生時代の現場体験を組み入れての地域基盤型

教育カリキュラムやメンター制度での教育、実習、研修によるモチペーションの醸成と向上を図って

きた。もう一点は、女性医師・研究者の支援である。文科省の助成金を得て支援センター（2011年

度、御輿久美子教授、須崎康恵講師）を立ち上げ、数々の有効な支援策を実施し、女性医師のさら

なる参入と継続就業を支援し、大きな成果を得てきた。また、なかよし保育園を超大幅に整備、増員

(16名→60名→90名→150名、日本一）し、充実を図ってきた。

このように、地域医療に貢献する医師の育成は、固と県と本学との緊密な連携によってその実を

上げてきており、この方針・方式は引き続き継続、発展するものと期待される。



県費奨学生レポートの刊行に寄せて

奈良県立医科大学地域医療学講座前教授

県費奨学生配置センター前副センター長

松村雅彦

地域医療学講座が開設されたのは、県費奨学生制度が導入されて3年目の年である。開設され

た平成22年10月現在の県費奨学生は、緊急医師確保枠が23名、医師確保枠が6名、合計29名

だ、ったが、平成36年（令和6年）には義務履行者が131名に上ると試算されていた。その中で講座

がこの制度について課せられていた役割は、キャリアパスの構築と医師配置案の作成および、県費

奨学生への支援・サポートであった。

キャリアパスの構築と医師配置案の作成については、緊急医師確保枠奨学生は義務履行まで

にまだ数年の猶予があったが、医師確保枠奨学生は翌年から2名の義務履行開始を迎える待った

無しの状況であった。そこで、平成23年度は確固たるキャリアパスが無いまま県の意向、医局と本

人の意見を調整し配置案を作成したが、翌年にはコース選択のできるキャリアパスを作成した。さ

らに平成25年にはキャリアパス例を含む「キャリアパスガイドブックJを作成し、自分がいつどこで

どんなキャリアを積んでいけるのかを奨学生がわかるように解説した。キャリアパス策定の要点とし

て、①医師の確保が困難な医療領域に従事する医師を早期に養成する、②幅の広い専門医を育

成する、③総合医および『まず診る』と言う姿勢を持ち全人的医療ができる医師を育成する、④地

域と生活に根付いた医療ができる医師を育成するの四つを挙げ、それぞれにコースを設定した。現

在の「キャリアパスガイドブック」は、その後に特定専攻課程が加わったこともあり簡素化されてい

るようである。

県費奨学生への支援・サポートについては、個々の面談から開始し講座で出来ることを手探りし

ていた。面談を通じて問題になってきたのは、希望科が特定診療科以外になること、県外の病院で

の研修・勤務を希望することであった。「離脱者を出したくない」そんな思いで調整を図ったが、な

かなかうまくいかなかった。そんな中で、県費奨学生配置センターの開設は、非常に意義深いこと

であった。機関紙『Glocaljの発行に始まり、今では面談や説明会ならびに交流会やイベントが数

多く行われるようになってきたのは非常に喜ばしいことである。

県費奨学生制度について振り返ってきたが、これからも「真に不足している・求められている医師

はどんな医師かJを常に考え、県費奨学生制度の在り方を見直していってほしいものである。

最後に、医師不足や医師の偏在を解消する起爆剤となる県費奨学生の方々には、「奈良県にお

いて不足する医療に貢献する・貢献している」という強い信念と誇りを持ち続けていただくことを祈

念します。
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県費奨学生レポート～県費奨学生制度の設立から医師の輩出まで～

奈良県立医科大学地域医療学講座県費奨学生配置センター

赤井靖宏森田冴子周藤俊治

はじめに

2008年2月に奈良県緊急医師確保修学資金貸与条例が施行され、2008年4月から奈良県立医

科大学の入学定員が増員されて、奈良県県費奨学生制度が開始された。今では第一期生は7年目の

医師となるなど、多くの本枠卒業生が医療の第一線で活躍している。2020年度を終えるにあたり、奈

良県県費奨学生制度の変遷、奈良県医療に及ぼしたインパクトならびに本制度の課題についてまと

める。なお、本稿では緊急医師確保枠奨学生と医師確保枠奨学生を「県費奨学生」と称する。

奈良県における県費奨学生制度

県費奨学生制度開始の背景

医師の地域偏在や特定の診療科における医

師の確保について、2003年11月に厚生労働

省、総務省及び文部科学省は地域医療に関す

る関係省庁連絡会議（以下「連絡会議Jとい
う）を設置し、2004年2月に「へき地を含む地

域における医師の確保等の推進について」を

取りまとめた。そこでは、奨学金制度の構築や

地域枠の設定を含む入学定員のあり方が今後

の検討課題とされた。また、医師の臨床研修の

必修化に関しては、中長期的には地域の医師

確保にも資するものと期待される一方で当面

の地域医療への影響についても言及されてい

た。

2004年度より開始された新医師臨床研修

制度は、従来の医師研修が専門の診療科に

偏っていたこと、研修の義務がなかったこと、研

修における経済的保証がなかったことなどか

ら、研修を必修化することで、 医師としての人

格を酒養し、プライマリケアをすべての医師が

担えることを目標とした。本制度以前は全国の

卒業生の7割以上が大学附属病院で研修して

いたのに対し、開始初年度から減少し2005年

度には5割以下となった。奈良県立医科大学に

おいても2005年度には卒業生のl割程度しか

附属病院で、の研修を選択しなかった。このよう

な状況により、全国各地で医師不足問題が顕

在化し、地域の関連病院に医師を十分に配置

できない状態となった。

2006年8月に連絡会議は「新医師確保総合

対策Jを公表し、 lO県を対象に2008年度から

最大10年間に限る入学者の暫定的な定員増

を可能とした。さらに連絡会議は2007年8月に

「「緊急医師確保対策」に関する取組につい

てJを取りまとめ、入学者の緊急臨時的な定員

増を全都道府県対象に原則最大5名行えるよ

うにした。この措置は、原則として2009年度か

ら最大9年間に限るとされたが、2008年度か

ら、可能な場合は新医師確保総合対策に合わ

せ最大10年間設定できることや、各大学に対

する入学者選抜における地域枠の設定・拡充

の要請が示された。



奈良県は、2007年5月に知事に就任した荒

井正吾氏のリーダーシップのもと、就任直後の

8月の妊婦が救急搬送中に死産した事案、及び

前年度に妊婦が出産中に意識不明に陥り死亡

した事案の再発防止を検討する場として、「奈

良県妊婦救急搬送事案調査委員会jを設置

し、11月に報告書を公表した。報告書において

示された再発防止に向けた対応策の一つであ

る「産婦人科医の確保」を実現するために、県

費奨学生制度の創設が示され2007年度中に

緊急医師確保の制度に関する補正予算が組ま

れ、医師確保の制度に関しては2008年度予算

で対応することとされた。

奈良県緊急医師確保修学資金貸与条例と医師確保修学研修資金貸与条例の施行

奈良県では、2008年2月に奈良県緊急医師

確保修学資金貸与条例が施行され、2008年

度から10年間の入学定員5名の臨時定員増が

奈良県立医科大学に依頼され、学校推薦型選

抜の緊急医師確保特別入学試験が開始され

た。また、2008年4月には奈良県医師確保修

学研修資金貸与条例が施行され、全国の医育

大学の学生及び臨床研修医を対象に年度毎

に5名の貸与者の選抜が行われた。なお、貸与

者の選抜は緊急医師確保修学資金と異なり、

奈良県が希望者と面談し選抜する方式で実施

された。ともに月額20万円の奨学／研修資金

県費奨学生制度の進展

制度開始後も国の施策や奈良県の医療状

況に応じて制度改正が行われてきたが、現在も

検討が行われている。2009年12月の改正で

は、指定従事医療機関に救命救急センターが

追加された。また、緊急医師確保修学資金に近

畿大学が追加された。経済財政改革の基本方

針2009に基づき、奈良県は、2010年度から

10年間の入学定員10名の臨時定員増分につ

いて、奈良県立医科大学に8名（制度開始時の

5名を含めると13名）、近畿大学に2名を依頼

が貸与され、貸与年数の1.5倍（緊急医師確保

修学資金貸与者は通常9年間）が義務期間と

された。

なお、医師確保修学資金貸与制度について

は、緊急医師確保枠修学資金貸与制度による

医師配置が開始されたことにより、医師が不足

する診療科等の医師が確保される見込みと

なったことから、2018年度からの新規貸し付け

は停止されている。なお、後に述べるが、医師

確保修学資金貸与制度を利用した医学生・医

師の離脱が一定以上多かったことは本制度の

問題点で、あった。

した。その後2011年11月の改正では、特定診

療科に救急科と総合診療を実施する診療科が

加えられた。

2013年に奈良県医療審議会で県より、特定

診療科での医師不足が緩和されているという

見込みが示されたことから、医療状況に合わせ

た見直しの検討が行われ、以降制度の改正が

行われた。2018年度の改正では、特定専攻課

程を新たに設け内科のうち多様な疾患を対象

とする診療の分野（総合内科分野）と、精神科
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のうち児童の精神疾患及び発達障害を対象と 攻課程の外科分野に心臓血管外科、呼吸器外

する診療の分野（児童精神分野）が加えられ 科、乳腺外科を加えた上で特定診療科の「外

た。さらに2020年度には特定専攻課程に外科 科」として再編するとともに、新たに「脳神経外

のうち、消化器に係る疾患と小児を対象とする 科Jが加わった。

診療の分野が加えられ、2021年度には特定専

県費奨学生のサポート

奈良県立医科大学が2010年10月に奈良

県との聞で「医師配置システム構築のための

地域医療学講座の設置に関する協定jを締結

した。それに基づき、奈良県補助金講座として

奈良県立医科大学に「地域医療学講座jが設

置され、義務開始後のキャリア形成を中心に県

費奨学生をサポートしている。さらに県費奨学

生の義務履行者の増加に対応するため、

2013年10月に奈良県地域医療支援センター

のキャリア支援部門として「県費奨学生配置セ

ンターjが県と大学により設置された。本セン

ターはセンター長を理事長・学長が、副セン

ター長を地域医療学講座教授および専任看護

師が、コーディネーターを地域医療学講座教員

が担い事務職員を含め5名で運営されている。

県費奨学生医師の奈良県医療へのインパクト

卒後義務期間中の就業

2020年度までに奈良県内で医療に従事し

てきた県費奨学生医師は107名（緊急医師確

保68名、医師確保39名、但し臨床研修期間

中に離脱した緊急医師確保5名、医師確保8

名を除く）であった。常勤換算医師数（以下「医

師数Jという。）は延べ333.4人になる。年度別

の医師数について緊急医師確保を図1に、医

師確保を図2に示す。緊急医師確保奨学生医

師は2016年度に初めて指定医療機関への勤

務が開始されたが、年度を追う毎に医師数は

増加しており今後もしばらくその傾向が続く予

定である。一方、医師確保奨学生医師の指定

医療機関での勤務は緊急医師確保奨学生医

師よりも5年早く2011年度より行われ、制度開

始当初からコンスタントに奈良県内の医療に貢

献している。
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実際に奈良県が設定した指定医療機関で

勤務した医師数をキャリアパス別に集計した年

次推移を図3に示す。図中診療科、領域等に

カッコ書きしたものは、制度の途中で追加され

た年度を表す。制度開始時に設定された特定

診療科である産婦人科、小児科、麻酔科への

貢献が多いことに加えて、2018年度に新たに

設定された総合内科分野が急激に伸びている

など、診療科等の追加による効果も見られる。
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図3 指定機関従事医師数（累積）の年次推移（2021年度予定含む）

一方で、県費奨学生制度キャリアパスにお

いては、勤務する地域を限定することはへき地

医療を除いては行われていない。これまで実際

にどのような医療圏に医師が多く配置されて

いたのかを図4に示す。奈良医療圏が概ね半

数と多いが、最も勤務の多い病院としては

2018年に新築移転された奈良県総合医療セ

ンターの医師数が48.5人と非常に多い。また、

西和医療圏、南和医療圏でも多くの医師が診

0% 2白色 40% 

療を提供している。なお各医療圏で最も勤務

医師数の多い病院は東和医療圏が宇陀市立

病院（3人）、西和医療圏は西和医療センター

(13.1人）、中和医療圏は大和高田市立病院

(6.8人）、南和医療圏は2016年に開院した南

奈良総合医療センター（14.8人）であった。ま

たへき地診療所等地域の一次医療を支える施

設での勤務も行われている。

へき地診療所等

4.3人

I~ II 

西和医療圏！1医7南療8和人圏
25.6人

中平日医療圏

8.3人

60"/o 80"/o 100% 

図4 医療圏別病院およびへき地診療所等指定機関累積従事医師数（人年）(2021年度予定含む）



県費奨学生制度の課題

県費奨学生の離脱

表lに緊急医師確保枠ならびに医師確保枠

奨学生の離脱状況を示す。離脱割合は医師確

保枠が高く、離脱率は25.8%(62名中16名で

ある。一方、緊急医師確保枠は離脱率が6.7%

(163名中11名）にとどまっている。

医師確保枠で離脱率が高い原因は、入学枠

が異なる緊急医師確保枠学生とは違い、単に

奨学金を貸与するだけの医師確保枠学生で

は、卒後の義務感の強さに差があること、医師

確保枠では貸与年数が少ない学生がおり、義

務免除のために貸与された奨学金を返還しや

すいこと、などが考えられる。医師確保枠の離

脱後進路は県外医療機関への就業希望

(9/16）が多く、離脱時期は、医学部在籍中の

離脱（5/16）が多かった。さらに、留年や医師

国家試験不合格の要件（4/16）での離脱も多

くみられた。

緊急医師確保枠生の離脱理由では、特定診

療科以外への入局（5/11）が最多であったが、

特筆すべきはその全員が奈良県立医科大学に

入局し、その後も奈良県内の医療機関で就業

することを希望したことである。現在までに、県

外医療機関への就業を理由に離脱した緊急医

師枠生は2名のみである。また、留年・医師国

家試験不合格要件での離脱はl名のみであっ

た。

表l 県費奨学生制度別離脱状況（2021年3月時点）

緊急枠

全貸与者数 163 

在学者数 84 

既卒者数 。
義務履行中 68 

義務修了者 。
離脱（離脱率） 11 (6.7%) 

離脱防止への取り組み

県費奨学生の離脱は、医療政策的にも道義

的にも問題が多い行動であると思われる。奈良

県の修学資金貸与制度は、就業の義務期間に

加えて、就業する診療科等を医療政策的に

絞って運用していることから、診療科等による

制限を課していない場合に比して離脱が発生

医師確保枠 -8' 吾旨ムI 

62 225 

6 90 

19 87 

20 20 

16(25.8%) 27(12%) 

しやすいと思われる。このため、県費奨学生を

支援する県費奨学生配置センターでは、県費

奨学生の離脱防止を最優先課題と考えて対応

してきた。対応の根幹は、県費奨学生との「顔

の見える関係構築」であり、以前に比して、県

費奨学生と対面して話せる機会を多くしてい

10 



11 

る。年にl回は県費奨学生全員と面談するよう

にし、勉学の進捗状況や私生活の問題などを

聞き取るようにしている。年にl回とはいえ、県

費奨学生と対面で話ができること、県費奨学

生が自分の立場を確認できること、県費奨学

生配置センターなどのスタッフと面識ができる

事など、個人面談には多くのメリットがあると思

われる。県費奨学生面談には、教育開発セン

ターにも全面的に協力をいただいているほか、

奈良県庁医師・看護師確保対策室スタッフに

も参加いただいている。

県外の大学には医師確保枠学生が在籍し

ている。医師確保枠は離脱率が高かったことか

ら、離脱防止への方策として多くの学生に夏季

休暇などのたびに面談を重ねてきた。今では、

奨学生が休暇のたびに県費奨学生配置セン

ターを訪れてくれるようになり、離脱者も少なく

なっている。

また、お昼に食事をしながら奨学生と歓談す

る「ランチミーティング」も定期開催している。

県費奨学生配置センタースタッフとの親睦を

深める以外に、この会には県費奨学生の初期

臨床研修医にも参加してもらっているため、医

診療科偏在

前述したように、今のところは卒業した県費

奨学生は奈良県に必要な診療科でほぼ均等に

就業している。これは大変喜ばしいことである

が、今後の超高齢化の進行を見据えた場合、ど

師としての先輩から初期研修や診療科などの

情報を聞くよい機会となっている。

離脱を考える背景には、情報不足も重要な

要因と思われる。緊急医師確保枠には奈良県

出身者は少なく、入学した子弟の行く末につい

て不安を持つ保護者も多い。このため、県費奨

学生配置センターでは、年にl回「県費奨学生

総会Jを開催し、奨学生本人や保護者に特定

診療科などの変更や奈良県医療状況について

最新情報を提供するとともに、現在医師として

働く奨学生の先輩の話を聞く機会としている。

保護者には、入学時に緊急医師確保枠につい

て説明会を開催して本枠の情報提供をしてい

るが、アップデートな情報を得られる総会は、県

費奨学生や保護者から好評をいただいており、

今後も継続してpく予定である。

全国のいわゆる義務を伴う地域枠（奈良県

においては緊急医師確保枠）では離脱の問題

が深刻で、厚生労働省も様々の対策を打ち出

している。今後も奈良県と協力し、県費奨学生

が離脱しないような仕組みづくりを続けていき

たい。

のような診療科に県費奨学生が就業すること

が県民にとってより有益であるかを今後検討す

る必要がある。



県費奨学生配置センターの県費奨学生制度への取り組み

県費奨学生配置センターの県費奨学生に対

する取り組みについては、離脱防止の項でも触

れたが、表2に県費奨学生をサポートするキャリ

ア支援部門として機能する県費奨学生配置セ

ンターの主な取り組みを年間スケジュールとし

てまとめた。

交流会・イベントとしては、新入学生及び6年

生を対象にした奈良県知事からの講話をはじ

め、新入生保護者対象の県費奨学生制度の説

明会を入学式後に行い、県費奨学生制度の再

認識と今後のキャリア形成に関する情報共有

を行っている。また、入学直後には、新入生のみ

を対象に、新入生相互の連帯感を図るととも

に、奈良県への愛着形成と県内で活躍する医

療人を育成する気持ちを強く持っていただく契

機となるように「新入生ミーティング」を実施し

ている。年3回の昼食を囲んだ「ランチミーティ

ングJは、県費奨学生配置センタースタッフの

他、県費奨学生の初期臨床研修医にも参加い

ただき、先輩との意見交換や医師としての体験

談等をリアルに聞く機会としている。学生がこ

のような機会を、キャリア形成や将来像を具体

的に考える契機とするとともに、制度からの離

脱防止にも有効ではないかと考えている。

離脱防止の取り組みとしては、年l回開催さ

れる「県費奨学生総会」では理事長・学長や県

医療政策局長による挨拶や講話などから、県

費奨学生制度が奈良県ならびに奈良医大に

とって重要な制度で、あることを県費奨学生と保

護者に再認識していただく機会としている。ま

た、年1回の「研修病院見学パスツアー」は、貸

し切りパスで研修病院を3か所程訪問し見学す

るものである。これは、学生たちが今後の地域

医療を担う医師として各病院の特色を知り、地

域医療マインドを醸成させることを目的として

いる。県外出身者の多い奨学生にとっては、奈

良県の医療をより近く感じる良い機会となって

おり「各病院の良さや雰囲気が良く分かったJ、

「研修医だけでなく院長と直接話ができ、自分

たちが必要とされていることが理解できたj、

「実際の現場から今後の事がイメージできたJ

等の意見が参加者から寄せられている。「臨床

研修病院説明会」は6年生県費奨学生を対象

とし、臨床研修病院や研修プログラム、臨床研

修センターや専門医制度と特定診療科、特定

専攻課程等の説明を行っている。学生個人面

談は新入生を皮切りに年1回奈良医大在籍と

県外大学在籍の県費奨学生全員を対象とし、

学習の進捗状況を知ったうえでの助言や日常

生活に触れたアドバイス等を行っている。個々

人と話すことで、学生個々の把握が出来、顔の

見える関係の構築にも繋がっており離脱防止

の取り組みでも述べたように多くのメリットを生

み出している。

センター開設翌年の2014年8月、奨学生聞

のコミュニケーションを図り、県内の医療関係

者の方々への情報提供ツールとして機関誌

“Glocal”が発刊された。“Glocal”とは、

“Global”と“Local”を合わせた造語であり、

当時の音岡章学長が命名された。県費奨学生

に、地域を守る優しい視点を持ちながら、世界

を見据えた幅広い視点も併せ持ってほしいとい

う大きな期待が込められている。“Glocal”は、

一年を通して、イベントや交流会・総会開催時

の、先輩医師のインタビ、ユ一、診療科や指定医

療機関の病院紹介など、四季折々の話題を交

12 
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えながら年3回発行し、2020年度3月に第21

号を迎えることが出来た。“Glocal”は地域の

医療機関の皆様のみならず、保護者からも「学

生生活や卒業後の様子がわかりやすいjと好

評価を得ている。

卒業後の義務期間にある県費奨学生医師に

対しては、 l年目初期臨床研修医を対象とした

「県費奨学生制度説明会」を行い、奈良県の

医療の現状や制度についての最新の情報を提

供している。「個人面談jは希望者にのみ行っ

ているが、進路やキャリア形成に関しての相談

も多く、今後の医師としてのキャリア形成にお

けるヒントや将来への不安感の解消にも繋がっ

ていると思われる。義務期間にある医師の各

医局入局後も、特定診療科・特定専攻課程選

択者に対して研修病院での従事状況を確認す

るため、定期的に研修病院や研修中医師を訪

問し、適切な研修が受けられるよう支援してい

る。また、義務期間内に県内の指定医療機関

で確実に従事できるよう、各医局へ毎月l回人

事異動の確認を行い、人事を把握することで

県費奨学生医師が適切に義務期間を送れるよ

うに努めている。

表2 県費奨学生配置センター年間スケジュール-14月 5月
6月 IL：じヒ三」じと」己 」じ：！＿II叫 1月 11 2月 !I 3月

交流会

イベント

説明会

県知事

面詰

新入生
ミ・；；，＇｝
憧益者
説明告

メンター ？ンチ 臨床研修
;l;l'!得手号令 ミ・ティン'f 病院見学

パスツアー

臨床研修病院

説明会何年生）

学生個別 新入学園園局

面談 13司自 Z～6年生

学生進級関悔

新入生 次号編集圃 圃 圃 ゆ 次号編集

機関誌 写4陸真ーツ~・
Glocal 

Glocal発行
発行

入局区局

へ置医の師述語配

（月初｝

初劉臨車
（適宜）研修医進

路9自由

義務期間の
初期臨床研修医

医師に対して
(1年目｝対象

県費奨学生制度

説明会

県との 毎週木曜

ミーティング 9時～
Web全確

メンター ヲン予 県彊費学

哀調報告会 ミ－，ィンヲ 生総会
ヨン子 草車生を

ミ子ィンゲ 囲む告

伺初の（6蜘修褐司希E巨担｝ 摩皇

初胸僅床研修 3叶年生 1・，，写生
進級確認

総合円相・児車精神
分野語種状況確認
（研修楕院訪削）

続望a!i，験料槍語
(z奪回研修匪）

おわりに

マフチング 進録画＇＂
結果1*:S
(6寧）

区鏑固..誕韓
合歪描a

次号編草 次号編集
－－－－－－－，.申桝写真メg

4国ージ..
Glo白 I Glocal 
発行 発行

喜門医
研瞳畳録確認

総合内科・児童結神
分野信療状況確認
（研修病院問問）

次＂＇＂E量失
‘両院..琢

総合内科 ・児童精神
分野量章容状況確認
（研修病院訪問）

奈良県で県費奨学生制度が創立された背景、現在までの展開と今後の課題についてまとめた。

2021年4月1日には、 100名以上の医師が就業し、また、80名以上の医学生が奈良県を支える医師

になるべく勉学に励むこととなる。県費奨学生は奈良県の今後の医療を支える大きな力であり、県費

奨学生が誇りをもって「良き医療人」として奈良県の医療に貢献し続けることを祈念したい。



あとがき

奈良県立医科大学地域医療学講座教授

県費奨学生配置センター副センター長

赤井靖宏

2008年に奈良県で県費奨学生制度が開始されてから10年以上が経過した。本年度に、県費

奨学生制度と奨学生の活躍についてまとめようという機運が盛り上がり、この報告書を発刊するに

至った。

県費奨学生の大半を占める学生・医師は、奈良県立医科大学（以下、本学）に緊急医師確保枠

学生として、一般入試とは別枠で入学した学生・医師である。興味深いことに、本入学枠の学生の

ほとんどが奈良県以外の出身者である。入学生に本学の県費奨学生枠を受験した経緯を聞いて

みると、「とにかく医学部にリという学生が多い。こうして入学、あるいは入学後に医師確保枠とし

て県費奨学生となった学生のみなさんが、定められたキャリアを積んで、いただ、くことをサポートする

のが県費奨学生配置センターの大きな役割である。近畿一円のみならず、九州などの大学に在籍

する県費奨学生とは、現地に赴いて食事をしながら懇談したりもした。また、県費奨学生の顔もわか

らないでは困るので、本学教育開発センターの藤本員一前教授に多大なるご協力をいただいて、

最低年 I回の奨学生面談を行うこととした。幸い、奈良県が素晴らしい病院を2つも整備してくだ

さったこと、県費奨学生の行先となる診療科を拡充してくださったこと、初期臨床研修基幹病院の

先生方が素晴らしい研修環境を整えてくだ、さったこと、などから県費奨学生は順調に県内に定着す

るようになった。

県費奨学生の歴史、現状と今後の課題を本報告にまとめた。県費奨学生制度を適正に運営する

うえで、多くの方々に協力いただいているが、特に、本報告書に貴重なご挨拶もいただいた前学長

の告岡章先生、現学長・理事長で県費奨学生配置センターのセンター長も兼務いただいている

細井裕司先生、さらに県費奨学生の道筋の基礎をすべて整えていただいた松村雅彦先生のお力

がなければ、県費奨学生が現在のように奈良県医療の中で大きな力を発揮することはなかったで

あろう。また，学生のサポートに尽力いただいている教育開発センターの若月幸平先生をはじめ教

育開発センターのみなさん、日々県費奨学生に関する細かな事務管理等をしてくださり、この報告

書の編集に多大なる尽力をいただいた県費奨学生配置センターのスタッフのみなさん、そして県

費奨学生に関するデータをまとめていただいている地域医療学講座の周藤俊治先生にこの場を

お借りして深く感謝申し上げたい。
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